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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 中間連結財務諸表を作成していないため、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。 

２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第44期中 第45期中 第46期中 第44期 第45期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

営業収益 
(うち受入手数料) 

(百万円) 
950 
(130)

458
(138)

815
(158)

1,552 
(286)

967
(280)

純営業収益 (百万円) 912 451 809 1,492 954

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) 294 △92 209 334 △109

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) 803 △83 161 803 △81

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

発行済株式総数 (千株) 94,864 94,864 94,864 94,864 94,864

純資産額 (百万円) 18,158 17,813 17,948 18,156 17,893

総資産額 (百万円) 34,075 23,137 28,015 22,720 23,100

１株当たり純資産額 (円) 191.52 187.94 189.43 191.53 188.81

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) 8.48 △0.88 1.70 8.48 △0.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり 
中間(年間)配当額 

(円) ― ― ― 4.00 2.00

自己資本比率 (％) 53.3 77.0 64.1 79.9 77.5

自己資本規制比率 (％) 1,818.7 2,004.3 1,557.3 2,403.7 1,842.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 7,449 △1,151 3,884 871 △1,938

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 578 △8 45 712 △18

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2 △383 △193 △5 △386

現金および現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 11,935 3,945 6,881 5,488 3,144

従業員数 (人) 53 53 53 50 51



３ 持分法の適用の対象となる関連会社はありません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、また、第45期中および第45期につ

いては１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

該当事項はありません。 

従業員数(人) 53 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

当中間期の我が国経済は、景気回復基調が続き、４－６月期の国内総生産（GDP）改定値は速報値から大幅に上方修

正され、７月１日現在の基準地価も都市部を中心にした地価の下げ止まりから一部は上昇へという流れを鮮明にして

おります。 

不良債権処理に今度こそのメドをつけた状況下の景気回復期待はデフレ脱却期待にもつながり、原油高の影響が懸

念されるなか、銀行や不動産株、設備投資拡大の恩恵を受ける機械関連株などを先導役に、全面高といえる日が目立

ちました。さらに９月の衆議院総選挙で自民党の地滑り的勝利により、与党で３分の２の議席を占めたことで、様々

な改革の加速を期待した買いも相当数入ってまいりました。日経平均株価は、５月に11,000円を割り込むことがあり

ましたが、その後は上昇基調が続き、９月末は13,574円30銭となりました。需給面では、外国人投資家や、サヤ取り

を目的としたネット経由の個人の積極的な買いが目立ちました。 

一方、債券市場は、政府・日銀の景気踊り場脱却宣言もあり、景況感の一段の改善から金利上昇が続きました。９

月に入って、日銀幹部による量的金融緩和政策の解除が近い見通しを示す発言などにより、量的金融緩和政策解除に

対する市場での思惑を呼び、新発10年物国債の流通利回りは、９月末の取引を、1.444％で終了いたしました。 

このような中、当中間期の営業収益は８億15百万円（前年同期比 177.9％）、経常利益は２億９百万円（前年同期

経常損失 92百万円）、中間純利益は１億61百万円（前年同期中間純損失 83百万円）となりました。 

  

(1) 業績の概況 

当中間期の業績の概況は次のとおりであります。 

① 受入手数料 

  

期別 種類 
株券
(百万円) 

債券
(百万円) 

受益証券
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

委託手数料 125 0 0 ― 126

引受・売出手数料 0 1 ― ― 2

募集・売出しの取扱手数料 2 0 0 ― 2

その他の受入手数料 4 0 1 0 7

計 133 2 2 0 138

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

委託手数料 148 0 0 ― 149

引受・売出手数料 0 0 ― ― 1

募集・売出しの取扱手数料 2 0 0 ― 2

その他の受入手数料 4 0 1 0 6

計 155 1 1 0 158



委託手数料 

当中間期の東京証券取引所１日平均売買高は、金額で１兆6,149億円（前年同期比 117.4％）、株数で20億22百

万株（同 132.9％）。当社の株式委託売買高は、金額で224億円（同 130.7％）、株数で46百万株（同 72.3％）

となり、株式等委託手数料は１億48百万円（同 118.4％）となりました。 

  

引受・売出手数料 

当中間期の引受・売出手数料は、１百万円（前年同期比 50.6％）となりました。 

  

募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料 

当中間期の募集・売出しの取扱手数料およびその他の受入手数料は、８百万円（前年同期比 85.0％）となりま

した。 

  

② トレーディング損益 

  

  

当中間期のトレーディング損益は、５億82百万円（前年同期比 214.8％）となりました。このうち株券等トレ

ーディング損益については、前期までと同様に積極的に活動した結果５億76百万円（同194.2％）となりました。

また、債券等・その他のトレーディング損益は、５百万円の利益（前年同期 25百万円の損失）となりました。 

  

③ 金融収支 

金融収益は信用取引収益の増加により74百万円（前年同期比 153.6％）となりました。また、金融費用は５百

万円（同 87.2％）となり、金融収支は68百万円（同 164.3％）となりました。 

  

④ 販売費・一般管理費 

前期に引続き経費の削減に努めましたが、人件費等の増加により販売費・一般管理費は６億33百万円（前年同

期比 112.6％）となりました。 

  

  

第45期上半期
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

実現損益 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

計
(百万円) 

実現損益
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレーディング損益 292 4 296 505 70 576

債券等・その他の 
トレーディング損益 

60 △86 △25 34 △28 5

(債券等トレーディング損益) (60) (△86) (△25) (34) (△28) (5)

(その他のトレーディング損益) (―) (―) (―) (―) (―) (―)

計 352 △81 270 539 42 582



⑤ 特別損益 

当中間期の特別損益の合計は、46百万円の損失となりました。これは、主に遊休不動産の減損処理によるもの

であります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が１億62百万円とな

り、また預り金、受入保証金等の増加により営業活動によるキャッシュ・フローが増加した結果、当中間期末の残

高は68億81百万円と前期末に比べ37億36百万円増加いたしました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間期の営業活動により資金は38億84百万円増加（前年同期 11億51百万円の減少）しました。これは、主とし

て預り金、受入保証金等が37億55百万円増加したことなどによるものであります。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間期の投資活動により資金は45百万円増加（前年同期 ８百万円の減少）しました。これは、主として投資有

価証券の売却による収入が33百万円、有形固定資産の売却による収入が14百万円、有形固定資産取得による支出８

百万円があった結果であります。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間期の財務活動により資金は１億93百万円減少（前年同期 ３億83百万円の減少）しました。これは、主に配

当金の支払額が１億89百万円あった結果であります。 

  



(3) トレーディング業務の概要 

  

  

  

第45期上半期
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期上半期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(百万円) (百万円) 

資産   

商品有価証券等 3,837 5,432 

株券等トレーディング商品 1,606 3,094 

債券等トレーディング商品 2,231 2,337 

その他トレーディング商品 ― ― 

デリバティブ取引 ― 38 

オプション取引 ― ― 

先物取引 ― 38 

計 3,837 5,470 

負債   

商品有価証券等 1,167 2,716 

株券等トレーディング商品 1,167 2,716 

債券等トレーディング商品 ― ― 

その他トレーディング商品 ― ― 

デリバティブ取引 30 2 

オプション取引 ― ― 

先物取引 30 2 

計 1,198 2,718 



(4) 自己資本規制比率 

  

(注) 上記は証券取引法の規定にもとづき、「証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算

出したものであります。 

なお、当中間期の市場リスク相当額の月末平均額は286百万円、月末最大値は370百万円、取引先リスク相当額の月末平均額

は117百万円、月末最大値は135百万円であります。 

  

  

第45期中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

(百万円) (百万円) (百万円) 

基本的項目 資本合計 (Ａ) 17,624 17,591 17,623 

  証券取引責任準備金  22 32 22 

補完的項目 一般貸倒引当金  20 4 ― 

  評価差額金等  189 357 269 

計 (Ｂ) 232 394 292 

控除資産 (Ｃ) 6,559 6,198 6,260 

固定化されていない自己資本の額 
(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) 

(Ｄ) 11,297 11,787 11,655 

  市場リスク相当額  213 370 261 

リスク相当額 取引先リスク相当額  103 135 133 

  基礎的リスク相当額  246 250 237 

計 (Ｅ) 563 756 632 

自己資本規制比率(Ｄ)／(Ｅ)×100 (％) 2,004.3 1,557.3 1,842.5 



２ 【有価証券の売買等業務の状況】 

(1) 有価証券の売買の状況(先物取引を除く) 

最近２事業年度上半期における有価証券の売買の状況(先物取引を除く)は、次のとおりであります。 

① 株券 

  

  

② 債券 

  

  

③ 受益証券 

  

  

④ その他 

  

  

  受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

17,144 218,365 235,509 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

22,401 463,768 486,170 

  受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

285 1,175 1,460 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

57 384 441 

  受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

480 1,809 2,289 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

321 878 1,200 

  

新株引受権証書
(新株引受権 
証券を含む) 
(百万円) 

外国新株 
引受権証券 
(百万円) 

コマーシャル・
ペーパー 
(百万円) 

外国証書
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

合計 
  

(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

― ― ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

― ― ― ― ― ―



(受託取引の状況) 

上記のうち、受託取引の状況は、次のとおりであります。 

  

  

(2) 証券先物取引等の状況 

最近２事業年度上半期における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

① 株式に係る取引 

  

  

② 債券に係る取引 

  

  

  

新株引受権証書
(新株引受権 
証券を含む) 
(百万円) 

外国新株 
引受権証券 
(百万円) 

コマーシャル・
ペーパー 
(百万円) 

外国証書
  

(百万円) 

その他
  

(百万円) 

合計 
  

(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

― ― ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

― ― ― ― ― ―

  

先物取引(百万円) オプション取引(百万円)

合計(百万円) 
受託 自己 受託 自己

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

― 2,833,859 5 3,387 2,837,252 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

― 3,596,151 0 3,003 3,599,155 

  

先物取引(百万円) オプション取引(百万円)

合計(百万円) 
受託 自己 受託 自己

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

― 1,128,225 ― ― 1,128,225 

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

― 1,638,146 ― ― 1,638,146 



３ 【有価証券の引受け・売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱い業務の状況】 

最近２事業年度上半期における有価証券の引受け・売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱い業務の状況

は、次のとおりであります。 

(1) 株券 

  

  

(2) 債券 

  

  

  

引受高 売出高 募集の取扱高 売出しの取扱高 私募の取扱高

株数 
(千株)

金額 
(百万円) 

株数 
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額 
(百万円) 

株数 
(千株) 

金額
(百万円)

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

内国 
株券 

― ― ― ― 0 6 0 130 ― ―

外国 
株券 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

内国 
株券 

― ― ― ― 0 3 0 321 ― ―

外国 
株券 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

期別 種類 
引受高 
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱 
高(百万円) 

私募の取扱高
(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

国債 517 ― ― ― ―

地方債 26 ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 543 ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

国債 340 ― 17 ― ―

地方債 117 ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 457 ― 17 ― ―



(3) 受益証券 

  

  

(4) その他 

  

  

期別 種類 
引受高 
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱 
高(百万円) 

私募の取扱高
(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

株式 
投信 

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 1 ― ― ― ―

公社債 
投信 

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 201 ― ― ― ―

外国投信 ― ― ― ― ―

合計 203 ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

株式 
投信 

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 0 ― ― ― ―

公社債 
投信 

単位型 ― ― ― ― ―

追加型 7 ― ― ― ―

外国投信 ― ― ― ― ―

合計 8 ― ― ― ―

期別 種類 
引受高 
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱 
高(百万円) 

私募の取扱高
(百万円) 

第45期上半期 
(自 平成16年４月 
至 平成16年９月) 

コマーシャ
ル・ペーパー 

― ― ― ― ―

外国証書 ― ― ― ― ―

第46期上半期 
(自 平成17年４月 
至 平成17年９月) 

コマーシャ
ル・ペーパー 

― ― ― ― ―

外国証書 ― ― ― ― ―



４ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、重要な変更はありません。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名また
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 94,864,000 94,864,000

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 

― 

計 94,864,000 94,864,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年９月30日 ― 94,864,000 ― 12,000 ― 4,094



(4) 【大株主の状況】 
平成17年９月30日現在 

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、

全て信託業務にかかる株数であります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(自己株式)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。 
２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株(議決権12個)含まれておりま
す。 

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式973株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成17年９月30日現在 

  

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社 巽也蔵 東京都港区南青山６丁目８番16号 19,698 20.76

株式会社 巽事務所 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番10号 15,545 16.38

株式会社 巽丸 東京都港区高輪２丁目14番23－501号 8,493 8.95

株式会社 哲学の道文庫 
京都府京都市左京区鹿ヶ谷寺ノ前町
21番地２ 

6,175 6.50

株式会社 新生銀行 東京都千代田区内幸町２丁目１番８号 3,944 4.15

巽   大 介 東京都港区南青山６丁目８番16号 2,020 2.12

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,748 1.84

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目
２番10号 

1,597 1.68

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,238 1.30

振 角 典 子 東京都品川区東五反田５丁目13番16号 610 0.64

計 ― 61,068 64.37

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 114,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

94,099,000 
94,099 ― 

単元未満株式 普通株式 651,000 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 94,864,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 94,099 ― 

所有者の氏名 
または名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
光世証券株式会社 

大阪市中央区北浜二丁目
１番10号 

114,000 ― 114,000 0.12

計 ― 114,000 ― 114,000 0.12



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 249 222 218 213 256 286

最低(円) 202 198 202 203 190 223



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以

下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条・第57条の規定にもとづき、「証券会社に関する内閣府

令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)および「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付 日本証券業協

会理事会決議)に準拠して作成しております。 

ただし、第45期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則

第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

証券取引法第193条の２の規定にもとづき、第45期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30

日まで)及び第46期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、

あずさ監査法人の中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態および経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

資産基準 0.8％

売上高基準 0.0％

利益基準 1.8％

利益剰余金基準 5.4％



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

流動資産          

現金・預金    3,945 6,881   3,144 

預託金    3,962 2,729   3,731 

トレーディング商品 ※２  3,837 5,470   4,529 

商品有価証券等   3,837   5,432 4,529   

デリバティブ取引   －   38 0   

約定見返勘定    － 45   51 

信用取引資産    4,320 6,201   4,910 

信用取引貸付金   2,705   2,987 3,304   

信用取引借証券担保金   1,614   3,214 1,605   

有価証券担保貸付金    － －   100 

借入有価証券担保金   －   － 100   

立替金    81 78   78 

支払差金勘定    28 －   32 

その他の流動資産    612 99   60 

貸倒引当金    △100 △82   △78 

流動資産合計    16,688 72.1 21,424 76.5   16,561 71.7

固定資産          

有形固定資産 ※１  5,123 4,998   5,079 

建物   2,152   2,103 2,110   

器具・備品   92   87 89   

土地   2,878   2,808 2,878   

無形固定資産    28 29   24 

投資その他の資産    1,296 1,562   1,435 

投資有価証券 ※２ 550   821 685   

関係会社株式   218   218 218   

長期立替金   514   108 108   

その他の投資等   689   668 689   

貸倒引当金   △676   △253 △267   

固定資産合計    6,449 27.9 6,591 23.5   6,539 28.3

資産合計    23,137 100.0 28,015 100.0   23,100 100.0



  

    第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

流動負債          

トレーディング商品    1,198 2,718   1,683 

商品有価証券等   1,167   2,716 1,645   

デリバティブ取引   30   2 38   

約定見返勘定    10 －   － 

信用取引負債    423 589   589 

信用取引借入金 ※２ 181   337 457   

信用取引貸証券受入金   242   251 132   

有価証券担保借入金    － －   100 

有価証券貸借取引 
受入金   －   － 100   

預り金    2,793 1,303   867 

受入保証金    672 4,975   1,655 

受取差金勘定    － 52   － 

未払法人税等    18 20   37 

賞与引当金    13 18   15 

その他の流動負債    30 99   37 

流動負債合計    5,159 22.3 9,776 34.9   4,986 21.6

固定負債          

 繰延税金負債    129 245   185 

退職給付引当金    10 11   11 

その他の固定負債    1 1   2 

固定負債合計    141 0.6 257 0.9   198 0.9

特別法上の準備金 ※４        

証券取引責任準備金    22 32   22 

特別法上の準備金合計    22 0.1 32 0.1   22 0.1

負債合計    5,324 23.0 10,066 35.9   5,207 22.5

(資本の部)          

資本金    12,000 51.9 12,000 42.9   12,000 51.9

資本剰余金          

資本準備金   4,094   4,094 4,094   

資本剰余金合計    4,094 17.7 4,094 14.6   4,094 17.7

利益剰余金          

任意積立金   1,600   1,300 1,600   

中間(当期)未処分利益 
または未処理損失(△)   △55   218 △53   

利益剰余金合計    1,544 6.7 1,518 5.4   1,546 6.7

その他有価証券評価差額金    189 0.8 357 1.3   269 1.2

自己株式    △14 △0.1 △21 △0.1   △17 △0.1

資本合計    17,813 77.0 17,948 64.1   17,893 77.5

負債・資本合計    23,137 100.0 28,015 100.0   23,100 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期要約損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

営業収益          

受入手数料    138 158   280 

委託手数料   126   149 259   

引受・売出手数料   2   1 4   

募集・売出しの 
取扱手数料   2   2 3   

その他の受入手数料   7   6 12   

トレーディング損益 ※１  270 582   586 

金融収益    48 74   99 

営業収益合計    458 100.0 815 100.0   967 100.0

金融費用    6 1.5 5 0.7   12 1.3

純営業収益    451 98.5 809 99.3   954 98.7

販売費・一般管理費    562 122.7 633 77.7   1,111 114.9

取引関係費   121   117 234   

人件費   231   297 469   

不動産関係費   66   75 136   

事務費   16   15 29   

減価償却費 ※２ 60   67 121   

租税公課   45   45 89   

貸倒引当金繰入れ   4   0 －   

その他   16   15 31   
営業利益又は 
営業損失(△)    △111 △24.2 176 21.6   △157 △16.2

営業外収益    18 4.0 33 4.1   47 5.0

営業外費用    0 0.0 0 0.0   0 0.0

経常利益又は 
経常損失(△)    △92 △20.2 209 25.7   △109 △11.3

特別利益          

投資有価証券売却益   3   21 4   

固定資産売却益 ※３ －   4 －   

証券取引責任準備金 
れい入   7   － 7   

貸倒引当金れい入   －   － 20   

特別利益合計    10 2.3 25 3.2   32 3.4

特別損失          

固定資産除売却損 ※４ 0   0 0   

出資証券損失   －   － 0   

証券取引責任準備金 
繰入れ   －   9 －   

減損損失 ※５ －   62 －   

特別損失合計    0 0.0 72 8.9   1 0.1

税引前中間純利益又は 
税引前中間(当期)純損失
(△) 

   △81 △17.9 162 20.0   △77 △8.1

法人税、住民税及び事業税    1 0.3 1 0.2   3 0.3

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)    △83 △18.2 161 19.8   △81 △8.4

前期繰越利益    27 56   27 

中間(当期)未処分利益又は 
未処理損失(△)    △55 218   △53 



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
第45期中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

第46期中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

第45期要約キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間純利益又は 
税引前中間(当期)純損失(△) 

 △81 162 △77

減価償却費  60 67 121

減損損失  ― 62 ―

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

 4 △9 △426

投資有価証券売却益  △3 △21 △4

固定資産売却益  ― △4 ―

固定資産除売却損  0 0 0

受取利息および受取配当金  △48 △74 △99

支払利息  6 5 12

預託金の減少(△増加)  △730 1,002 △499

預り金、受入保証金の増加  1,171 3,755 229

約定見返勘定の増減  29 5 △32

トレーディング商品(資産)の 
増加 

 △730 △941 △1,422

トレーディング商品(負債)の 
増加 

 447 1,034 933

信用取引資産の増加  △166 △1,290 △756

信用取引負債の増加(△減少)  △928 0 △762

短期差入保証金の減少 
(△増加) 

 △197 △12 330

有価証券担保貸付金の減少 
(△増加) 

 ― 100 △100

有価証券担保借入金の増加 
(△減少) 

 ― △100 100

長期立替金の減少  ― ― 405

その他  △24 117 16

小計  △1,192 3,858 △2,032

利息および配当金の受取額  49 68 108

利息の支払額  △5 △6 △11

法人税等の支払額  △3 △37 △3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,151 3,884 △1,938



  

  

    
第45期中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

第46期中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

第45期要約キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得による 
支出 

 △8 △8 △21

有形固定資産の売却による 
収入 

 ― 14 ―

投資有価証券の取得による 
支出 

 △16 ― △16

投資有価証券の売却による 
収入 

 13 33 15

その他の収入  1 5 3

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △8 45 △18

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

自己株式の買取による支出  △4 △3 △7

配当金の支払額  △379 △189 △379

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △383 △193 △386

Ⅳ 現金および現金同等物の 
増加(△減少)額 

 △1,543 3,736 △2,343

Ⅴ 現金および現金同等物の 
期首残高 

 5,488 3,144 5,488

Ⅵ 現金および現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 3,945 6,881 3,144



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法 

   当社におけるトレーディング

商品に属する有価証券およびデ

リバティブ取引等については、

時価法を採用しております。 

１ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法 

   当社におけるトレーディング

商品に属する有価証券およびデ

リバティブ取引等については、

時価法を採用しております。 

１ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法 

   当社におけるトレーディング

商品に属する有価証券およびデ

リバティブ取引等については、

時価法を採用しております。 

２ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方

法 

   「中間財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」

(昭和52年大蔵省令第38号、以

下「財務諸表等規則」という)

の規定にもとづき、トレーディ

ング関連以外の有価証券等につ

いては、以下の評価基準および

評価方法を適用しております。 

２ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方

法 

   「中間財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」

(昭和52年大蔵省令第38号、以

下「財務諸表等規則」という)

の規定にもとづき、トレーディ

ング関連以外の有価証券等につ

いては、以下の評価基準および

評価方法を適用しております。 

２ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方

法 

   「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」(昭

和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」という)の

規定にもとづき、トレーディン

グ関連以外の有価証券等につい

ては、以下の評価基準および評

価方法を適用しております。 

 ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法によっておりま

す。 

 ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法によっておりま

す。 

 ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法によっておりま

す。 

 ② その他有価証券 

  ア 時価のあるもの 

     時価をもって中間貸借対

照表価額とし、取得原価な

いし償却原価との評価差額

を全部資本直入する方法に

よっております。売却原価

については移動平均法によ

り算定しております。 

 ② その他有価証券 

  ア 時価のあるもの 

     時価をもって中間貸借対

照表価額とし、取得原価な

いし償却原価との評価差額

を全部資本直入する方法に

よっております。売却原価

については移動平均法によ

り算定しております。 

 ② その他有価証券 

  ア 時価のあるもの 

     時価をもって貸借対照表

価額とし、取得原価ないし

償却原価との評価差額を全

部資本直入する方法によっ

ております。売却原価につ

いては移動平均法により算

定しております。 

  イ 時価のないもの 

     移動平均法による原価法

ないし償却原価法によって

おります。 

  イ 時価のないもの 

     移動平均法による原価法

ないし償却原価法によって

おります。 

  イ 時価のないもの 

     移動平均法による原価法

ないし償却原価法によって

おります。 

 ③ 子会社株式および関連会社株

式 

    移動平均法による原価法に

よっております。 

 ③ 子会社株式および関連会社株

式 

    移動平均法による原価法に

よっております。 

 ③ 子会社株式および関連会社株

式 

    移動平均法による原価法に

よっております。 



  
第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法を採用しておりま

す。 

    ただし、平成10年度の税制

改正にともない、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しており

ます。なお、取得価額が10万

円以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

    主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

・建物 ６～50年

・器具・備品 ３～20年

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法を採用しておりま

す。 

    ただし、平成10年度の税制

改正にともない、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しており

ます。なお、取得価額が10万

円以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

    主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

・建物 ６～50年

・器具・備品 ３～20年

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法を採用しておりま

す。 

    ただし、平成10年度の税制

改正にともない、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しており

ます。なお、取得価額が10万

円以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

    主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

・建物 ６～50年

・器具・備品 ３～20年

 (2) 無形固定資産および投資等 

    定額法を採用しておりま

す。 

    なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

もとづく定額法によっており

ます。 

 (2) 無形固定資産 

    定額法を採用しておりま

す。 

    なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

もとづく定額法によっており

ます。 

 (2) 無形固定資産 

    定額法を採用しておりま

す。 

    なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

もとづく定額法によっており

ます。 

４ リース取引の会計処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採

用しております。 

４ リース取引の会計処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採

用しております。 

４ リース取引の会計処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採

用しております。 

５ 消費税等の会計処理方法 

   消費税および地方消費税の会

計処理は、税抜き方式によって

おります。 

   なお、仮受消費税等と控除対

象の仮払消費税等は相殺し、そ

の差額は、「その他の流動資

産」に含めて表示しておりま

す。 

５ 消費税等の会計処理方法 

   消費税および地方消費税の会

計処理は、税抜き方式によって

おります。 

   なお、仮受消費税等と控除対

象の仮払消費税等は相殺し、そ

の差額は、「その他の流動負

債」に含めて表示しておりま

す。 

５ 消費税等の会計処理方法 

   消費税および地方消費税の会

計処理は、税抜き方式によって

おります。 

６ 引当金および特別法上の準備金

の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

６ 引当金および特別法上の準備金

の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

６ 引当金および特別法上の準備金

の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 



  

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払

に備えるため、当社所定の計

算方法により算出した支給見

込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払

に備えるため、当社所定の計

算方法により算出した支給見

込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払

に備えるため、当社所定の計

算方法により算出した支給見

込額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

にもとづき、当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。また、数理計算上の差異

は発生の翌年度に一時処理し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

にもとづき、当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。また、数理計算上の差異

は発生の翌年度に一時処理し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

にもとづき、当期末において

発生していると認められる額

を計上しております。また、

数理計算上の差異は発生の翌

年度に一時処理しておりま

す。 

 (4) 証券取引責任準備金 

    証券事故による損失に備え

るため、証券取引法第51条の

規定にもとづき、「証券会社

に関する内閣府令」第35条に

定めるところにより算出され

た額を計上しております。 

 (4) 証券取引責任準備金 

    証券事故による損失に備え

るため、証券取引法第51条の

規定にもとづき、「証券会社

に関する内閣府令」第35条に

定めるところにより算出され

た額を計上しております。 

 (4) 証券取引責任準備金 

    証券事故による損失に備え

るため、証券取引法第51条の

規定にもとづき、「証券会社

に関する内閣府令」第35条に

定めるところにより算出され

た額を計上しております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   中間キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金および現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金および容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   中間キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金および現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金および容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

   キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金および現金同

等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

  

追加情報 

  

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日」を適用しており

ます。これにより税引前中間純利益

が62百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

――― 

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」(企業会計基準委員会(平成16

年２月13日))が公表されたことに伴

い、当中間会計期間から同実務対応

報告に基づき、法人事業税の付加価

値割及び資本割16百万円を販売費・

一般管理費として処理しておりま

す。 

――― (外形標準課税) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」(企業会計基準委員会(平成16

年２月13日))が公表されたことに伴

い、当期から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資

本割33百万円を販売費・一般管理費

として処理しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

1,401百万円 

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

1,503百万円 

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額 

1,442百万円 

      

※２ 担保に供している資産 
  

(注) １ 担保に供している資産は、期末帳簿価額を記載しております。 

２ 上記のほか、信用取引借入金の担保として信用取引の自己融資見返株券を第45期中間会計期間

は260百万円、第45期は716百万円、第46期中間会計期間は1,003百万円、保管有価証券を第45期

中間会計期間は154百万円を差し入れております。また、先物取引証拠金等の代用として投資有

価証券を第45期中間会計期間は115百万円、第45期は５百万円、第46期中間会計期間は６百万

円、トレーディング商品を第45期中間会計期間は381百万円、第45期は754百万円、第46期中間

会計期間は654百万円、信用取引の自己融資見返株券を第45期中間会計期間は42百万円、第45期

は28百万円、第46期中間会計期間は５百万円、発行日取引保証金として自己融資見返株券を第

45期中間会計期間は３百万円、第45期は６百万円、第46期中間会計期間は５百万円を差し入れ

ております。 

  

区分 

担保資産の対象と
なる債務(百万円) 

担保に供している資産(百万円) 

信用取引借入金 
期末残高 

トレーディング
商品 

投資
有価証券 

計 

第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

181 163 ― 163 

第46期中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

337 343 150 494 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

457 164 75 240 

 ３ (1) 差し入れた有価証券の時価額 
  

  

  
第45期

中間会計期間末 
第46期

中間会計期間末 
第45期末 

(百万円) (百万円) (百万円) 

信用取引貸証券 253 218 122 

信用取引借入金の本担保証券 182 345 450 

消費貸借契約により貸付けた有価証券 ― ― 201 

差入保証金代用有価証券 90 59 115 

長期差入保証金代用有価証券 24 45 33 
その他担保として差し入れた有価証券 344 289 13 

   (2) 差し入れを受けた有価証券の時価額 
  

  

  
第45期

中間会計期間末 
第46期

中間会計期間末 
第45期末 

(百万円) (百万円) (百万円) 

信用取引借証券 1,594 3,511 1,591 

信用取引貸付金の本担保証券 2,342 3,188 3,293 

消費貸借契約により借入れた有価証券 1,827 6,825 1,383 

受入保証金代用有価証券 6,318 8,314 8,096 
その他担保として受け入れた有価証券 3 4 4 

※４ 特別法上の準備金 

    特別法上の準備金を規定し

た法令の条項は、次のとおり

であります。 

    証券取引責任準備金 

     証券取引法第51条 

※４ 特別法上の準備金 

    特別法上の準備金を規定し

た法令の条項は、次のとおり

であります。 

    証券取引責任準備金 

     証券取引法第51条 

※４ 特別法上の準備金 

    特別法上の準備金を規定し

た法令の条項は、次のとおり

であります。 

    証券取引責任準備金 

     証券取引法第51条 



  

  

第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

５ 訴訟関係 

   株式会社ユーエフジェイ銀行

(旧株式会社東海銀行、以下同

じ。)より求償金請求事件(請求

金額60億45百万円)が提訴さ

れ、平成12年４月24日に訴状を

受領しました。 

   また、当社は、株式会社ユー

エフジェイ銀行に対し、当社が

辰野株式会社他１社に支払った

賠償金(80億41百万円)の求償を

すべく、平成12年10月31日、大

阪地方裁判所に提訴いたしてお

ります。 

   本件一連取引は、ユーエフジ

ェイ銀行が当社元役員を個人的

に利用することにより、同行の

金融取引を有価証券売買に仮装

し、自転車操業的に同行の顧客

等をタライ回しにして融資を繰

り返し、その貸付金利や顧客に

強制的にさせた通知預金との逆

鞘を不当に取り込んでいた事件

であり、ユーエフジェイ銀行の

業務として行ったことは明らか

であります。また、当社は、本

件一連の取引に関与したことは

一切なく、手数料等の利益も一

切得ておりません。 

   当時、当社のメインバンクで

あったユーエフジェイ銀行が顧

客102社に対し13支店43名の役

職員を組織的に活動させて、当

社に多大な損害を与え、また、

当社に責任を転嫁するなど、銀

行の行為として許し難く、社会

正義上、当社は徹底的に銀行の

責任を追及する所存でありま

す。 

――― ５ 訴訟関係 

   株式会社ユーエフジェイ銀行

(旧株式会社東海銀行、以下同

じ。)を原告、当社を被告とす

る、60億45百万円及びこれに対

する遅延損害金請求訴訟事件

(第１事件)、並びに同事件とし

て併合して審理されていた、当

社を原告、株式会社ユーエフジ

ェィ銀行(同前)を被告とする、

64億33百万円及びこれに対する

遅延損害金の支払を求める求償

金請求事件(第２事件)につきま

しては、平成17年３月15日、双

方の請求を放棄することで和解

が成立いたしました。 

   本件和解は、大阪地方裁判所

の和解勧告を双方が受諾したも

のであり、当社といたしまして

は、全面的に評価できる内容と

は言えないものの、当社の主張

が織り込まれた和解勧告である

こと、提訴から既に４年以上経

過していること、東海銀行が合

併等により既に当事者性を喪失

していること等を考慮し、和解

勧告を受諾いたしました。 



(中間損益計算書関係) 

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ トレーディング損益の内訳 ※１ トレーディング損益の内訳 ※１ トレーディング損益の内訳 

  実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円)

株券等トレー
ディング損益 292 4 296 

債券等・その
他のトレーデ
ィング損益 

60 △86 △25 

うち債券等 
トレーディン
グ損益 

(60) (△86) (△25)

うちその他の
トレーディン
グ損益 

(―) (―) (―)

計 352 △81 270 

  実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレー
ディング損益 505 70 576

債券等・その
他のトレーデ
ィング損益 

34 △28 5

うち債券等 
トレーディン
グ損益 

(34) (△28) (5)

うちその他の
トレーディン
グ損益 

(―) (―) (―)

計 539 42 582

実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレー
ディング損益

612 31 644 

債券等・その
他のトレーデ
ィング損益 

16 △74 △57 

うち債券等
トレーディン
グ損益 

(16) (△74) (△57)

うちその他の
トレーディン
グ損益 

(―) (―) (―)

計 629 △42 586 

※２ 当期中間会計期間の減価償却

実施額は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 55百万円

無形固定資産 4百万円

計 60百万円

※２ 当期中間会計期間の減価償却

実施額は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 66百万円

無形固定資産 0百万円

計 67百万円

※２ 当期の減価償却実施額は次の

とおりであります。 

  

有形固定資産 112百万円

無形固定資産 8百万円

計 121百万円

――― ※３ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

建物 4百万円

――― 

※４ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

器具・備品 0百万円

※４ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

器具・備品 ０百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 0百万円

器具・備品 0百万円

計 0百万円

――― ※５ 減損損失 

    当中間会計期間において、

当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。 

  

    当社は遊休資産については

個別物件単位、事業用資産に

ついては、全体で１つの資産

グループとしております。 

    上記の資産は遊休状態であ

り、時価が下落しているた

め、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上

しております。 

    なお、回収可能価額は、不

動産鑑定評価基準に基づく鑑

定評価額に基づいて評価して

おります。 

用途  遊休資産 

種類  土地 

場所  大阪府三島郡 

減損損失  62百万円 

――― 



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金および現金同等物の中間

会計期間末残高と中間貸借対

照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成16年９月30日) 

※１ 現金および現金同等物の中間

会計期間末残高と中間貸借対

照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成17年９月30日) 

※１ 現金および現金同等物の期末

残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

(平成17年３月31日) 

現金・預金 3,945百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金 

―百万円

現金および 
現金同等物 

3,945百万円

現金・預金 6,881百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金 

―百万円

現金および
現金同等物 

6,881百万円

現金・預金 3,144百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金 

―百万円

現金および
現金同等物 

3,144百万円



(リース取引関係) 

  

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引は次のとおりであ

ります。 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間会計期間末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間会計期間末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期

末残高相当額 

(器具・備品)  

取得価額相当額 17百万円

減価償却累計額
相当額 

13百万円

中間会計期間末
残高相当額 

4百万円

(器具・備品)

取得価額相当額 8百万円

減価償却累計額
相当額 

8百万円

中間会計期間末
残高相当額 

―百万円

(器具・備品)  

取得価額相当額 13百万円

減価償却累計額
相当額 

11百万円

期末残高相当額 1百万円

② 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

一年内 2百万円

一年超 1百万円

計 4百万円

② 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

一年内 ―百万円

一年超 ―百万円

計 ―百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

一年内 0百万円

一年超 0百万円

計 1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払利息相当額 0百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 



(有価証券およびデリバティブ取引の状況) 

１ トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

① 当社におけるトレーディングの

概要 

   当社は、有価証券市場におけ

る公正な価格形成および円滑な

流通を目的として、トレーディ

ング業務を行っております。当

社のトレーディングポジション

は、顧客のさまざまなニーズに

対応するために行っている取引

から発生するものおよび裁定取

引やポジションのヘッジ取引等

のディーリング業務から発生し

ております。 

   取扱商品は、①株式・債券等

の商品有価証券、②株価指数先

物・債券先物・金利先物および

これらのオプション取引に代表

される取引所取引の金融派生商

品、③先物外国為替取引・選択

権付債券売買・通貨オプション

等の取引所取引以外の金融派生

商品(店頭デリバティブ)の３種

類であります。 

① 当社におけるトレーディングの

概要 

   当社は、有価証券市場におけ

る公正な価格形成および円滑な

流通を目的として、トレーディ

ング業務を行っております。当

社のトレーディングポジション

は、顧客のさまざまなニーズに

対応するために行っている取引

から発生するものおよび裁定取

引やポジションのヘッジ取引等

のディーリング業務から発生し

ております。 

   取扱商品は、①株式・債券等

の商品有価証券、②株価指数先

物・債券先物・金利先物および

これらのオプション取引に代表

される取引所取引の金融派生商

品、③先物外国為替取引・選択

権付債券売買・通貨オプション

等の取引所取引以外の金融派生

商品(店頭デリバティブ)の３種

類であります。 

① 当社におけるトレーディングの

概要 

   当社は、有価証券市場におけ

る公正な価格形成および円滑な

流通を目的として、トレーディ

ング業務を行っております。当

社のトレーディングポジション

は、顧客のさまざまなニーズに

対応するために行っている取引

から発生するものおよび裁定取

引やポジションのヘッジ取引等

のディーリング業務から発生し

ております。 

   取扱商品は、①株式・債券等

の商品有価証券、②株価指数先

物・債券先物・金利先物および

これらのオプション取引に代表

される取引所取引の金融派生商

品、③先物外国為替取引・選択

権付債券売買・通貨オプション

等の取引所取引以外の金融派生

商品(店頭デリバティブ)の３種

類であります。 

② トレーディングにおけるリスク

の概要 

   トレーディングにおけるリス

クのうち、主要なものはマーケ

ットリスクと取引先リスクがあ

げられます。 

   マーケットリスクは、株式・

金利・為替等の市場価格が変動

することによって発生するリス

クであり、取引先リスクは、取

引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスクであ

ります。 

② トレーディングにおけるリスク

の概要 

   トレーディングにおけるリス

クのうち、主要なものはマーケ

ットリスクと取引先リスクがあ

げられます。 

   マーケットリスクは、株式・

金利・為替等の市場価格が変動

することによって発生するリス

クであり、取引先リスクは、取

引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスクであ

ります。 

② トレーディングにおけるリスク

の概要 

   トレーディングにおけるリス

クのうち、主要なものはマーケ

ットリスクと取引先リスクがあ

げられます。 

   マーケットリスクは、株式・

金利・為替等の市場価格が変動

することによって発生するリス

クであり、取引先リスクは、取

引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスクであ

ります。 

③ 当社のリスク管理体制 

   証券業務は、市況の変化に影

響を受けやすく、加えて取扱商

品の多様化、とりわけデリバテ

ィブの取扱により直面するリス

クも複雑化しております。従い

まして、トレーディングにおけ

るリスク管理は極めて重要であ

ると認識しております。 

③ 当社のリスク管理体制 

   証券業務は、市況の変化に影

響を受けやすく、加えて取扱商

品の多様化、とりわけデリバテ

ィブの取扱により直面するリス

クも複雑化しております。従い

まして、トレーディングにおけ

るリスク管理は極めて重要であ

ると認識しております。 

③ 当社のリスク管理体制 

   証券業務は、市況の変化に影

響を受けやすく、加えて取扱商

品の多様化、とりわけデリバテ

ィブの取扱により直面するリス

クも複雑化しております。従い

まして、トレーディングにおけ

るリスク管理は極めて重要であ

ると認識しております。 



  

  

(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 

  

  

第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   マーケットリスク管理方法で

は、各商品毎のポジション限度

額およびロスカットルールを設

定し、その遵守状況を監視して

おります。これらの市場リスク

に係るリスク量はトレーディン

グ部門から独立した管理部門に

おいて日々、ポジションの評

価・損益・リスク額を管理し、

経営者が把握できるようにして

おります。一方、取引先リスク

につきましても、取引先の信用

状況の評価をもとに取引限度額

を設定し、日々の管理体制とし

て担保評価および各取引の評価

損益の把握等、適切な管理を行

っております。また、その遵守

状況については適宜、経営者に

報告しております。デリバティ

ブの場合の取引限度額は当該取

引を再構築するためのコスト

(再構築コスト)に加え将来の当

該コストの予想上昇分を加えた

与信相当額をベースに設定して

おります。また、与信リスクを

軽減するためにネッティング契

約の締結、担保の徴求を必要に

応じ行っております。 

   マーケットリスク管理方法で

は、各商品毎のポジション限度

額およびロスカットルールを設

定し、その遵守状況を監視して

おります。これらの市場リスク

に係るリスク量はトレーディン

グ部門から独立した管理部門に

おいて日々、ポジションの評

価・損益・リスク額を管理し、

経営者が把握できるようにして

おります。一方、取引先リスク

につきましても、取引先の信用

状況の評価をもとに取引限度額

を設定し、日々の管理体制とし

て担保評価および各取引の評価

損益の把握等、適切な管理を行

っております。また、その遵守

状況については適宜、経営者に

報告しております。デリバティ

ブの場合の取引限度額は当該取

引を再構築するためのコスト

(再構築コスト)に加え将来の当

該コストの予想上昇分を加えた

与信相当額をベースに設定して

おります。また、与信リスクを

軽減するためにネッティング契

約の締結、担保の徴求を必要に

応じ行っております。 

   マーケットリスク管理方法で

は、各商品毎のポジション限度

額およびロスカットルールを設

定し、その遵守状況を監視して

おります。これらの市場リスク

に係るリスク量はトレーディン

グ部門から独立した管理部門に

おいて日々、ポジションの評

価・損益・リスク額を管理し、

経営者が把握できるようにして

おります。一方、取引先リスク

につきましても、取引先の信用

状況の評価をもとに取引限度額

を設定し、日々の管理体制とし

て担保評価および各取引の評価

損益の把握等、適切な管理を行

っております。また、その遵守

状況については適宜、経営者に

報告しております。デリバティ

ブの場合の取引限度額は当該取

引を再構築するためのコスト

(再構築コスト)に加え将来の当

該コストの予想上昇分を加えた

与信相当額をベースに設定して

おります。また、与信リスクを

軽減するためにネッティング契

約の締結、担保の徴求を必要に

応じ行っております。 

  

第45期中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

資産 
(百万円) 

負債
(百万円) 

資産
(百万円) 

負債
(百万円) 

資産 
(百万円) 

負債 
(百万円) 

株式・ワラント 1,606 1,167 3,094 2,716 2,115 1,645

債券 2,231 ― 2,337 ― 2,414 ―



(3) デリバティブ取引の契約額等および時価 

  

(注) １ 先物取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。 

２ 時価の算定方法は、以下のとおりであります。 

   株券オプション取引…………主たる証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

   株価指数オプション取引……主たる証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

   債券オプション取引…………主たる証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

   為替予約取引…………………受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引、その日の為替レートで

邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額 

   株価指数先物取引……………主たる証券取引所が定める清算指数 

   債券先物取引…………………主たる証券取引所が定める清算指数 

   金融先物取引…………………主たる証券取引所が定める清算指数 

   通貨先物取引…………………金融先物取引所が定める清算価格又はこれに準ずる価格 

   選択権付債券売買取引………原則として原証券の時価、ボラティリティ、金利を基準として業者間気配を参考に算出し

た価格 

  

２ トレーディングに係るもの以外 

(1) 満期保有目的の債券の時価等 

該当事項はありません。 

  

(2) その他有価証券の時価等 

  

  

  

第45期中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

第45期末 
(平成17年３月31日) 

資産 負債 資産 負債 資産 負債 

契約額等 
(百万円) 

時価
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価
(百万円)

オプション取引 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

為替予約取引 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

先物・先渡取引 ― ― 3,708 30 1,507 38 3,169 2 813 0 2,609 38

スワップ取引 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

  

第45期中間会計期間末
(平成16年９月30日) 

取得原価 
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

固定資産に属するもの 173 492 318

 株式 173 492 318



  

  

  

  

(3) 時価評価されていない主な有価証券(上記(1)を除く) 

  

  

(4) デリバティブ取引の契約額および時価 

該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

第46期中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

取得原価 
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

固定資産に属するもの 160 763 602

 株式 160 763 602

  

第45期
(平成17年３月31日) 

種類 
取得原価
(百万円) 

貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表価額が 
取得価格を超えるもの 

株式 173 628 455

貸借対照表価額が 
取得価格を超えないもの 

株式 ― ― ―

合計 173 628 455

種類 

第45期中間会計期間末
中間貸借対照表計上額 

第46期中間会計期間末
中間貸借対照表計上額 

第45期末 
要約貸借対照表計上額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

その他の有価証券 57 57 57

 流動資産に属するもの ― ― ―

  株式 ― ― ―

 固定資産に属するもの 57 57 57

  株式(非上場株式) 57 57 57

子会社株式および 
関連会社株式 

218 218 218

 固定資産に属するもの 218 218 218

  子会社株式 
  (非上場株式) 

218 218 218



(１株当たり情報) 

  

  

  
第45期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第46期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 187.94円 189.43円 188.81円

１株当たり中間純利益
又は中間(当期)純損失
(△) 

△0.88円 1.70円 △0.86円

   なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため、また、１株当たり

当期純損失を計上している

ため、記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては潜在株式が存在しない

ため、また、１株当たり当

期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。 

  １株当たり中間純損失の算

定上の基礎 

普通株主に帰属しない金額 

 該当事項はありません。 

中間損益 
計算書上の 
中間純損失 

83百万円

普通株式に
係る中間純
損失 

83百万円

普通株式の
期中平均株
式数 

94,791千株

１株当たり中間純利益の算

定上の基礎 

普通株主に帰属しない金額 

 該当事項はありません。 

中間損益
計算書上の
中間純利益

161百万円

普通株式に
係る中間純
利益 

161百万円

普通株式の
期中平均株
式数 

94,758千株

１株当たり当期純損失の算

定上の基礎 

普通株主に帰属しない金額 

 該当事項はありません。 

損益計算書 
上の当期純 
損失 

81百万円

普通株式に 
係る当期純 
損失 

81百万円

普通株式の
期中平均株
式数 

94,782千株



(2) 【その他】 

① 決算日の状況 

特記事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  提出書類名       提出年月日 

  
有価証券報告書 
およびその添付書類 

事業年度 
(第45期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月15日

光世証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

光世証券株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、光世証券株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 目加田 雅 洋  ㊞ 

     

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 小 堀 孝 一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月16日

光世証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

光世証券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第46期事業年度の中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、光世証券株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 小 堀 孝 一  ㊞ 

     

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 松 井 理 晃  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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